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令和７年度　介護保険事業特別会計補正予算額

（歳入）        (単位:千円)

当初予算額 補正前予算額 令和7年12月補正予算 補正後予算額

10 介護保険料 12,163,900 12,163,900 0 12,163,900

15 国庫支出金 12,014,200 12,014,200 0 12,014,200

20 支払基金交付金 14,108,200 14,108,200 0 14,108,200

25 県支出金 7,476,200 7,476,200 0 7,476,200

30 財産収入 2,000 2,000 0 2,000

40 繰入金 8,449,400 8,449,400 0 8,449,400

50 諸収入 55,100 55,100 0 55,100

54,269,000 54,269,000 0 54,269,000

（歳出）        (単位:千円)

当初予算額 補正前予算額 令和7年12月補正予算 補正後予算額

10 総務費 1,436,500 1,436,500 0 1,436,500

15 保険給付費 50,779,900 50,779,900 0 50,779,900

22 地域支援事業費 1,676,800 1,676,800 0 1,676,800

30 基金積立金 170,700 170,700 0 170,700

35 諸支出金 195,100 195,100 0 195,100

40 予備費 10,000 10,000 0 10,000

54,269,000 54,269,000 0 54,269,000合　　　計

合　　　計

区分

区分
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10款 総務費  10項 総務管理費  10目 一般管理費

 令和7年11月4日に市町村事務処理標準システムへ移行を予定していたが、税務システムベンダーの
申し入れにより税務システムの移行が延期されたことに伴い、税務システムとの連携機能を構築する
ため、令和8年2月24日に移行を延期する。
 これにより、標準システムの利用開始が3ヶ月後ろ倒しとなることから、債務負担行為限度額を補正
する。

【債務負担行為】
事 項：介護保険システム使用料

期 間  変更前 令和7年11月 4日～令和12年10月31日（60ヶ月）
変更後 令和8年 2月24日～令和13年  1月31日（60ヶ月）

限度額：442,702千円（補正前：419,804千円）

（各年度の年割額） （単位：千円）

 

補

正

概

要

91,594
補正前の額 補正額 補正後の額

316,636 316,636

令和8～11年度 91,594 0

0 0 0 0 0

事

業

費

補正額

（千円）
左の財源内訳（千円） 比較（千円）

国県支出金 地方債 その他 一般財源

令和7年度

実施計画

基本施策 6 国民健康保険・介護保険

補正前額 補正後額

2 介護保険事業の適正な運営

成果指標
第1号被保険者の保険料収納率

令和5年度 98.45% → 令和9年度 98.58%

中施策

小事業名 一般管理諸経費 継続
所属名称 高齢者福祉部介護保険課

令和12年度 53,430 22,898 76,328

－39－



 

 

 

 

 

令 和 ７ 年 度 
 

 

 

 

船 橋 市 補 正 予 算 参 考 資 料 
 

（令和７年１２月補正予算） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


